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第１条 目的 

この告示は、久喜市開発行為等指導要綱（平成２２年久喜市告示第２１８

号）の施行に当たり、開発行為等の手続に関し必要な事項を定めることにより、

円滑な制度の運用を図ることを目的とする。 

第２条 道路の名称 

この告示において、次の各号に掲げる道路の名称は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 「幹線道路」とは、開発区域内の基幹となる道路で、直接又は取付道

路に結んで、主として利用する接続先道路に連結する道路をいう。 

（２） 「主要な道路」とは、開発区域内の幹線道路と区画道路を結ぶ主要な

機能を有する道路をいう。 

（３） 「区画道路」とは、開発区域内の街区を形成する道路で、前号に掲げ

るもの以外の道路をいう。 

（４） 「区域内道路」とは、幹線道路、主要な道路及び区画道路をいう。 

（５） 「取付道路」とは、開発区域又は区域内道路から接続先道路に取り付

ける道路をいう。 

（６） 「接続先道路」とは、開発区域外に現に存する道路（都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第３２条に規定する協議により施行する場合も含

む。）で、開発区域が直接又は区域内道路若しくは取付道路が接続する道路

をいう。 

第３条 道路の配置及び構造等 

道路の配置及び構造等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 区域内道路及び取付道路は、開発区域の規模、形状、予定建築物等の

用途及び周辺の状況を勘案して、適正に配置すること。 

（２） 区域内道路及び取付道路並びに接続先道路は、原則として袋路状（Ｐ

字型等道路も含む。）でなく、それぞれの道路に連結していること。ただし、
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開発区域内又は開発区域外における公共施設等の配置状況によって避難上及

び車両の通行上支障のない場合は、この限りでない。 

（３） 道路の構造等は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）及びアス

ファルト舗装要綱（公益社団法人日本道路協会発行）によることとし、標準

的道路組成は、別表第１によること。 

（４） 道路の排水施設は、Ｌ型側溝、長尺Ｕ型側溝及びその他適切な排水溝

を設け、道路を横断する箇所は横断暗渠とし、両側に集水桝を設置すること。

排水施設の断面決定に当たっては、集水面積を勘案して定めること。その他

詳細については、道路管理者と協議を行うこと。 

（５） 道路の法敷には、崩壊防止施設を設置するとともに、転落防止等交通

安全のための施設を設けること。この場合において、道路内には、電柱等交

通の障害となる物件を設置しないこと及び道路が交差する箇所には、必要な

隅切りを設置すること。 

（６） 地下埋設物等の占用物件の取扱いに関しては、久喜市道路占用規則

（平成２２年久喜市規則第１９２号）を遵守すること。 

（７） 開発行為等の施工に伴う資材等の搬出入は、通学路等に十分配慮し、

道路管理者及び教育委員会と協議を行うこと。 

第４条 公園及び緑地の設置 

公園及び緑地の設置は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 開発区域内に都市計画決定された公園がある場合は、その計画に基づ

き担当課と協議の上、開発者の負担において施工すること。 

（２） 公園は、公道面に設置するものとし、開発区域内に居住することにな

る住民及び近隣住民の利用しやすい場所とすること。 

（３） 開発区域内には、開発区域の面積（以下「開発面積」という。）に応

じ、担当課と協議の上、公園、広場、緑地、子どもの遊び場等（以下「公園

等」という。）の用地を確保するものとし、公園等の規模は、次の表のとお
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りとすること。 

公園等の規模の基準表 

開発面積 公園等の規模 

０．３ｈａ以上１．０ｈａ未満 １ 開発面積の３％以上 

ただし、最低１００㎡以上 

１．０ｈａ以上５．０ｈａ未満 １ 公園等の合計面積が、開発面積の

３％以上 

２ 面積３００㎡以上を１箇所以上 

５．０ｈａ以上２０．０ｈａ未

満 

１ 公園等の合計面積が、開発面積の

３％以上 

２ １箇所の面積３００㎡以上のもの 

３ 面積１，０００㎡以上を１箇所以

上 

２０．０ｈａ以上 １ 公園等の合計面積が、開発面積の

３％以上 

２ １箇所の面積３００㎡以上のもの 

３ 面積１，０００㎡以上を２箇所以

上 

（４） 公園等には、植栽工事、遊具施設等を次により開発者の負担において

整備し、維持管理を行うこと。 

公園面積 遊具施設等 

１００㎡以上３００㎡未満 外柵、車止め、ベンチ、植栽、その他 

３００㎡以上６００㎡未満 ３００㎡未満で整備する施設 

ブランコ、その他 

６００㎡以上 上記施設のほか、担当課と別途協議し
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た施設 

ア 公園には、原則として２箇所以上の出入口を設けることとし、１箇所以

上は、車椅子で通行できる出入口とすること。 

イ 雨水等の排水が適切に排除できるよう、必要な施設を施すこと。 

ウ 広場には、ほこり止めを施すこと。 

エ 公園の位置、面積、利用状況等を勘案し、照明灯を設置すること。 

オ 水飲み場、便所等は、担当課と協議を行うこと。 

カ 公園内には、原則として公園施設以外の工作物等の施設を設置しないこ

と。 

（５） 開発区域の造成に当たっては、自然の地勢、環境の保全及び緑地の確

保に努めること 

（６） 緑地については、次に掲げるとおりとすること。 

ア 開発面積がふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（昭和５４年埼玉県条例

第１０号）に該当する場合は、埼玉県と協議を行うこと。 

イ ア以外の場合は、開発面積の５パーセント以上の緑地を開発区域の地上

部、建築物の屋上及び壁面、駐車場等に設置するものとし、別表第２によ

り算出すること。 

ウ 戸建て分譲住宅のときは、各戸において宅地内緑化に努めること。 

（７） 開発区域内に自然樹林地があるときは、建築物の配置を考慮する等、

その保全に努めること。 

第５条 環境基準等 

環境基準等は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 建設作業に伴う騒音は、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）及び

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定

の基準に従うこと。 

（２） 建設作業に伴う振動は、振動規制法（昭和５１年法律第６４号）及び
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特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準に基づく区域の指定

の基準に従うこと。 

（３） 事業所等の開発行為等に伴う排水による悪臭は、悪臭防止法（昭和４

６年法律第９１号）及び埼玉県生活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第

５７号）に従うこと。 

（４） 建設工事の施工に当たっては、近隣地域の事業所、隣接住民等に迷惑

をかけないように努めること。 

（５） 次のいずれかの条件を満たす駐車場においては、埼玉県生活環境保全

条例（平成１３年条例第５７号）第４１条に基づき、アイドリング・ストッ

プを周知する看板を設置すること。 

ア 収容能力が２０台以上（二輪自動車、原動機付自転車は除く。）のもの 

イ 駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上（二輪自動車、原動機付自

転車を含む。）のもの 

 （６） 前号に該当しない場合においては、駐車場に可能な限り看板の設置又

は表示をするよう努めること。 

（７） 建設工事の施工に当たっては、工事車両等のアイドリング・ストップ

に努めること。 

（８） 一定規模以上の土地を形質変更する場合、土壌汚染対策法（平成１４

年法律第５３号）第４条の規定に基づき届出を行うこと。 

（９） 一定規模以上の建設工事の施工に当たっては、工事に着手する７日前

までに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）第１０条の規定に基づき届出を行うこと。 

（１０） 詳細は、担当課と協議を行うこと。 

第６条 通学路に関する協議 

開発行為等の施行に伴い、通学路の遮断、迂回を行う予定がある場合は、

教育委員会と協議し、必要な措置を講じるものとする。 
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第７条 雨水流出抑制施設 

雨水流出抑制施設は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 雨水流出抑制施設の設計基準は、別表第３によること。ただし、開発

面積が１ヘクタール以上の開発行為にあっては、埼玉県雨水流出抑制施設の

設置等に関する条例（平成１８年埼玉県条例第２０号）を遵守すること。 

（２） 調整池は、良好な維持管理を図るため、転落防止柵を設け、地域の住

民に調整池の役割を理解してもらうため、調整池周辺に看板等を設置するこ

と。 

（３） 調整池にポンプを設置した場合、開発者の責任において管理の主体及

び方針を決定し、完了公告後も引き続き適正に維持管理を行うこと。 

（４） 調整池等の機能、構造等その他詳細は、担当課及びまちづくり推進部

都市計画課と協議を行うこと。 

第８条 その他 

この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市開発指導要綱細則（平成

８年久喜市長決裁）、菖蒲町開発行為等指導要綱細則（平成２０年菖蒲町告示

第１２号）、栗橋町開発行為等指導要綱細則（平成６年栗橋町長決裁）、鷲宮

町開発行為等指導要綱細則（平成１０年鷲宮町告示第１２号）（以下これらを

「合併前の要綱細則」という。）の規定により既に協議済又は協議中の事項に

ついては、なお合併前の告示の例による。 

附 則（平成２３年３月１６日告示第１３３号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２６年３月１７日告示第１３９号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日告示第７２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２７日告示第１２６号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月２４日告示第１２３号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第３の改正規定は

令和７年７月１日から施行する。 
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別表 

別表第１（第３条関係） 

１ 標準的な道路組成（幅員４．０メートル以上６．０メートル以下） 

切土及び現況地盤上につくる道路、盛土による道路 

 

２ その他 

（１） 交通量が多いと予想される道路は、在来路床のＣＢＲ試験を実施した

値によるか、又は設計ＣＢＲ３として舗装計画交通量に基づき舗装厚を決定

すること。 

（２） 使用する材料については、日本産業規格又は同等以上のものとするこ

と。 

（３） 軟弱地盤については、道路土工―軟弱地盤対策工指針（（社）日本道

路協会）による、路床安定処理工法又は、置換工法の中から、現場条件、地

域性及びコスト縮減等を考慮した上で、路床改良を行うこと。 

（４） 歩道や交通量の少ない道路は、極力透水性舗装とすること。 

（５） 詳細は、道路管理者と協議し、施工すること。 
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別表第２（第４条関係） 

（１） 緑化に当たっては、「緑化を要する面積」を算定し、この面積以上の

緑化面積を確保すること。 

緑化を要する面積（㎡）＝開発面積（㎡）×５％ 

（２） 緑化の方法は、樹木による植栽を基本とすること。ただし、敷地等の

状況によりこれが困難な場合は、壁面緑化、屋上緑化、地被植物、コケ類・

多肉植物類も含むものとし、緑化面積の計算方法は次のとおりとすること。 

① 樹木 

樹木による緑化については、以下の式によること。 

緑化面積（㎡）≦１８Ｂ＋１０Ｃ＋４Ｄ＋Ｅ 

Ｂ：植栽時の樹木の高さが４．０ｍ以上の樹木本数 

Ｃ：植栽時の樹木の高さが２．５ｍ以上４．０ｍ未満の樹木本数 

Ｄ：植栽時の樹木の高さが１．０ｍ以上２．５ｍ未満の樹木本数 

Ｅ：植栽時の樹木の高さが１．０ｍ未満の樹木本数 

② 芝その他の地被植物（地上部及び建築物上） 

芝その他の地被植物の緑化については、以下の式によること。 

緑化面積（㎡）＝植栽面積（㎡）×０．９ 

③ コケ類・多肉植物類（建築物上の緑化に限る） 

建築物上へのコケ類・多肉植物類の緑化については、以下の式によるこ

と。 

緑化面積（㎡）＝植栽面積（㎡）×０．９ 

④ ツル植物（建築物の外壁上の緑化に限る） 

建築物上へのツル植物の緑化については、以下の式によること。 

ア 補助資材が整備されている場合 

緑化面積（㎡）＝補助資材で被われている面積（㎡）×０．９ 

イ 補助資材がない場合 
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緑化面積（㎡）＝水平投影長さ（ｍ）×１ｍ×０．９ 

（３） 緑化面積は、それぞれの緑化の方法によって緑化した面積を加算して

算定すること。なお、同一箇所に異なる緑化の方法を用いても重複して加算

しないこと。 
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別表第３（第７条関係） 

雨水流出抑制施設の設計基準 

雨水流出抑制施設は、特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７

号）に基づく中川・綾瀬川流域水害対策計画により、開発面積に応じて次に掲げ

る対策基準を満たす施設を設置しなければならない。 

開発面積 対策基準 

０．０５ｈａ以上１ｈａ未満 ５００t／ｈａ 

１ｈａ以上 ７００t／ｈａ＋湛水量 

※ただし、自己居住用の専用住宅を目的とした開発行為等は、「２．雨水流出

抑制量の算定」により算出することができる。 

１．雨水流出抑制施設 

（１） 雨水流出抑制施設は、浸透施設と貯留施設とする。 

① 浸透施設は、浸透桝、浸透管などを設置し、雨水を地下に浸透させるこ

とにより、流出抑制を行う施設とする。 

なお、浸透施設は地質や地下水位などの現場条件により、浸透能力が

左右されるため、現場条件を考慮した施設とすること。 

また、浸透施設を設置する場合は、各境界線、建築物基礎、地下埋設

物等からの離隔を３０ｃｍ以上確保すること。 

② 貯留施設は、雨水を調整池などに一時貯留させ、流出時間を遅れさせる

ことにより、流出抑制を行う施設とする。 
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ア 浸透側溝及び浸透トレンチ 

標準浸透側溝構造図 標準浸透トレンチ構造図 

  

 

イ 浸透桝（正方形、円筒） 

標準浸透桝構造図 

 

 

ウ 透水性舗装 

標準透水性舗装断面図 

（透水性アスファルトの場合） （平板ブロックの場合） 
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２．雨水流出抑制量の算定 

（１） 処理すべき雨水量は、次の式により算定すること。 

Ｑ＝Ｃ×Ｉ×Ａ×Ｔ 

Ｑ：処理すべき雨水量（㎥） 

Ｃ：流出係数 

開発区域内の土地利用形態 流出係数 

屋根 ０．９ 

アスファルト舗装 ０．８ 

透水性舗装 ０．５ 

間地 ０．３ 

緑地 ０．２ 

Ｉ：時間雨量 ０．０５（ｍ／ｈｒ） 

Ａ：開発区域の土地利用形態別の各面積（㎡） 

Ｔ：時間 １（ｈｒ） 

※単位設計浸透量により算出する場合は、流出係数を「１．０」とするこ

と。 

（２） 浸透施設の選定 

開発区域に設置する浸透施設については、次の表に掲げる各浸透施設の単

位設計浸透量より施設の組み合わせ、規模（設計水頭、施設幅等）及び数量

（長さ、個数及び面積）を選定すること。 

なお、次の表以外の規模について、単位設計浸透量を算定する場合も飽和

透水係数２．０×１０－３(ｃｍ／ｓｅｃ)を使用すること。 

※単位設計浸透量の表に無い規模の浸透施設の単位設計浸透量を算定する場

合は、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 許可申請・届出

の手引き」を参照すること。 
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単位設計浸透量（浸透側溝及びトレンチ） 

（単位：㎥／ｈｒ／ｍ） 

設計 

水頭 

Ｈ

（ｍ） 

飽和透水係数２．０×１０－３（ｃｍ／ｓｅｃ） 

施設幅Ｗ（ｍ） 

０．２ ０．４ ０．６ ０．８ １．０ １．２ １．４ １．６ 

０．３ ０．１２ ０．１４ ０．１６ ０．１７ ０．１９ ０．２１ ０．２３ ０．２４ 

０．４ ０．１４ ０．１６ ０．１８ ０．１９ ０．２１ ０．２３ ０．２５ ０．２６ 

０．５ ０．１６ ０．１８ ０．２０ ０．２１ ０．２３ ０．２５ ０．２７ ０．２８ 

０．６ ０．１８ ０．２０ ０．２２ ０．２３ ０．２５ ０．２７ ０．２９ ０．３０ 

０．７ ０．２０ ０．２２ ０．２４ ０．２５ ０．２７ ０．２９ ０．３１ ０．３２ 

０．８ ０．２２ ０．２４ ０．２６ ０．２７ ０．２９ ０．３１ ０．３３ ０．３４ 

０．９ ０．２４ ０．２６ ０．２８ ０．２９ ０．３１ ０．３３ ０．３５ ０．３６ 

１．０ ０．２６ ０．２８ ０．３０ ０．３１ ０．３３ ０．３５ ０．３７ ０．３８ 

１．１ ０．２８ ０．３０ ０．３２ ０．３３ ０．３５ ０．３７ ０．３９ ０．４０ 

１．２ ０．３０ ０．３２ ０．３４ ０．３５ ０．３７ ０．３９ ０．４１ ０．４２ 

１．３ ０．３２ ０．３４ ０．３６ ０．３７ ０．３９ ０．４１ ０．４３ ０．４４ 

１．４ ０．３４ ０．３６ ０．３８ ０．３９ ０．４１ ０．４３ ０．４５ ０．４６ 

１．５ ０．３６ ０．３８ ０．４０ ０．４１ ０．４３ ０．４５ ０．４７ ０．４８ 

 

備考 

１ 浸透側溝及びトレンチの設計水頭Ｈ及び施設幅Ｗとは、次の表に掲げ

る部分をいう。 
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施設 浸透側溝及び浸透トレンチ 

浸透面 側面及び底面 

模式図 

 

算定式の適用

範囲の目安 

設計水頭 約１．５ｍ 

施設規模 幅約１．５ｍ 
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単位設計浸透量（正方形桝） 

（単位：㎥／ｈｒ／個） 

設計 

水頭 

Ｈ 

（ｍ） 

飽和透水係数２．０×１０－３（ｃｍ／ｓｅｃ） 

施設幅Ｗ（ｍ） 

０．２ ０．４ ０．６ ０．８ １．０ １．２ １．４ １．６ １．８ ２．０ 

０．３ ０．０７ ０．１４ ０．２１ ０．２７ ０．３４ ０．４５ ０．５５ ０．６５ ０．７５ ０．８７ 

０．４ ０．０９ ０．１７ ０．２５ ０．３２ ０．４０ ０．５２ ０．６２ ０．７３ ０．８５ ０．９７ 

０．５ ０．１１ ０．２０ ０．２９ ０．３８ ０．４７ ０．５８ ０．７０ ０．８１ ０．９４ １．０７ 

０．６ ０．１４ ０．２３ ０．３３ ０．４３ ０．５３ ０．６５ ０．７７ ０．９０ １．０３ １．１７ 

０．７ ０．１６ ０．２７ ０．３８ ０．４９ ０．５９ ０．７１ ０．８４ ０．９８ １．１２ １．２７ 

０．８ ０．１８ ０．３０ ０．４２ ０．５４ ０．６６ ０．７８ ０．９２ １．０６ １．２１ １．３７ 

０．９ ０．２１ ０．３４ ０．４７ ０．６０ ０．７３ ０．８４ ０．９９ １．１５ １．３１ １．４７ 

１．０ ０．２４ ０．３８ ０．５２ ０．６６ ０．８０ ０．９１ １．０７ １．２３ １．４０ １．５７ 

１．１ ０．２７ ０．４２ ０．５７ ０．７２ ０．８７ ０．９４ １．１４ １．３１ １．４９ １．６７ 

１．２ ０．３０ ０．４６ ０．６２ ０．７８ ０．９４ １．０４ １．２２ １．４０ １．５８ １．７７ 

１．３ ０．３３ ０．５０ ０．６７ ０．８５ １．０２ １．１０ １．２９ １．４８ １．６７ １．８７ 

１．４ ０．３６ ０．５５ ０．７３ ０．９１ １．０９ １．１７ １．３６ １．５６ １．７７ １．９７ 

１．５ ０．４０ ０．５９ ０．７８ ０．９８ １．１７ １．２３ １．４４ １．６５ １．８６ ２．０７ 

 

備考 

１ 浸透桝（正方形）の設計水頭Ｈ及び施設幅Ｗとは、次の表に掲げる部

分をいう。 
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施設 正方形桝 

浸透面 側面及び底面 

模式図 

 

算定式の適用

範囲の目安 

設計水頭 約１．５ｍ 

施設規模 幅≦１ｍ １ｍ＜幅≦１０ｍ 
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単位設計浸透量（円筒桝） 

（単位：㎥／ｈｒ／個） 

設計 

水頭 

Ｈ 

（ｍ） 

飽和透水係数２．０×１０－３（ｃｍ／ｓｅｃ） 

施設直径Ｄ（ｍ） 

０．２ ０．４ ０．６ ０．８ １．０ １．２ １．４ １．６ １．８ ２．０ 

０．３ ０．０７ ０．１３ ０．１９ ０．２４ ０．３０ ０．３６ ０．４４ ０．５２ ０．６１ ０．７０ 

０．４ ０．０９ ０．１６ ０．２２ ０．２９ ０．３５ ０．４３ ０．５１ ０．６０ ０．７０ ０．８０ 

０．５ ０．１１ ０．１８ ０．２６ ０．３３ ０．４１ ０．５０ ０．５９ ０．６９ ０．７９ ０．９０ 

０．６ ０．１３ ０．２１ ０．３０ ０．３８ ０．４６ ０．５６ ０．６６ ０．７７ ０．８８ １．００ 

０．７ ０．１６ ０．２５ ０．３４ ０．４３ ０．５２ ０．６３ ０．７４ ０．８５ ０．９７ １．０９ 

０．８ ０．１８ ０．２８ ０．３８ ０．４８ ０．５８ ０．７０ ０．８１ ０．９４ １．０６ １．１９ 

０．９ ０．２１ ０．３１ ０．４２ ０．５３ ０．６４ ０．７６ ０．８９ １．０２ １．１５ １．２９ 

１．０ ０．２３ ０．３５ ０．４７ ０．５９ ０．７１ ０．８３ ０．９７ １．１０ １．２５ １．３９ 

１．１ ０．２６ ０．３９ ０．５２ ０．６４ ０．７７ ０．９０ １．０４ １．１９ １．３４ １．４９ 

１．２ ０．２９ ０．４３ ０．５６ ０．７０ ０．８４ ０．９７ １．１２ １．２７ １．４３ １．５９ 

１．３ ０．３２ ０．４７ ０．６１ ０．７６ ０．９１ １．０３ １．１９ １．３５ １．５２ １．６９ 

１．４ ０．３５ ０．５１ ０．６７ ０．８２ ０．９８ １．１０ １．２７ １．４４ １．６１ １．７９ 

１．５ ０．３９ ０．５５ ０．７２ ０．８８ １．０５ １．１７ １．３４ １．５２ １．７０ １．８９ 

 

備考 

１ 浸透桝（円筒）の設計水頭Ｈ及び施設直径Ｄは、次の表に掲げる部分

をいう。 
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施設 円筒桝 

浸透面 側面及び底面 

模式図 

 

算定式の適用

範囲の目安 

設計水頭 約１．５ｍ 

施設規模 ０．２ｍ≦直径≦１ｍ １ｍ＜直径＜約１０ｍ 
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単位設計浸透量（透水性舗装） 

（単位：㎥／ｈｒ／㎡） 

設計水頭 

Ｈ（ｍ） 

飽和透水係数２．０×１０－３（ｃｍ／ｓｅｃ） 

０．３ ０．０９ 

０．４ ０．０９ 

０．５ ０．０９ 

０．６ ０．０９ 

０．７ ０．０９ 

０．８ ０．０９ 

０．９ ０．１０ 

１．０ ０．１０ 

１．１ ０．１０ 

１．２ ０．１０ 

１．３ ０．１０ 

１．４ ０．１０ 

１．５ ０．１０ 

 

備考 

１ 透水性舗装の設計水頭Ｈは、次の表に掲げる部分をいう。 
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施設 透水性舗装 

浸透面 底面 

模式図 透水性アスファルト 

算定式の適用

範囲の目安 

設計水頭 約１．５ｍ 

施設規模 特になし 

平板ブロック 

路盤（砕石） 

フィルター層（砂） 
フィルター層（砂） 
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３．雨水処理の計画 

（１） 浸透施設 

① 浸透施設の構造は、下記のとおりとする。 

ア 浸透施設は、開発区域内及び放流先の高さを十分に配慮すること。 

イ 舗装部分に浸透桝を設置する場合は、グレーチング（細目タイプ）蓋

を使用し、グレーチングが外れないよう鎖を設置すること。 

なお、緑地部分に浸透桝を設置する場合は、落ち葉等が入り込まない

ようにコンクリート蓋とすること。 

ウ 開発区域外へ雨水が流出しないように、出入口部分に側溝を布設する

場合は、グレーチング（細目タイプ）蓋を設置すること。 

また、側溝にサイレントゴムを設置する等、騒音対策を実施すること。 

② 設計浸透量は、浸透施設の組合せ、規模及び数量に基づき、次の式によ

り算定すること。 

ｆｑ＝Ｌ×Ｑｔ＋Ｍ×Ｑｍ 

ｆｑ：設計浸透量（㎥） 

Ｌ：浸透側溝及び浸透トレンチの長さ 

Ｑｔ：浸透側溝及び浸透トレンチの単位設計浸透量（㎥／ｈｒ／ｍ） 

Ｍ：浸透桝の個数（個） 

Ｑｍ：浸透桝の単位設計浸透量（㎥／ｈｒ／個） 

③ 処理すべき雨水量と設計浸透量の確認 

２．（１）で算定した処理すべき雨水量Ｑと３．（１）②で算定した設

計浸透量ｆｑが次の式になることを確認すること。 

処理すべき雨水量Ｑ（㎥／ｈｒ）≦設計浸透量ｆｑ（㎥／ｈｒ） 

① 貯留施設との併用 

浸透施設のみで処理すべき雨水量を処理できない場合は、貯留施設と併

用すること。 
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（浸透施設標準図） 

雨水浸透施設配置図 

（戸建住宅の場合） 

 

（集合住宅の場合） 

 

（２） 貯留施設 

① 貯留施設の構造は、下記のとおりとする。 

ア 必要容量を安全かつ確実に貯留できる構造とすること。 

イ 原則としてオープン構造とすること。 

ウ 自然流下を原則とし、維持管理が容易であるようにすること。 
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エ 開発区域内の雨水は、原則として調整池に流入させること。 

オ 汚水、雑排水及び事業用排水は、流入しない構造とすること。 

カ 転落防止のため、フェンス等を設置すること。 

② 貯留施設については、次の式により算定すること。 

なお、貯留施設の余裕高は３００ミリメートル以上とすること。 

Ｖ＝Ａ×Ｈ 

Ｖ：貯留施設必要容量（㎥） 

Ａ：貯留施設の面積（㎡） 

Ｈ：水深（ｍ） 

③ 放流量は次の式により算定すること。 

なお、貯留施設からの放流量は、１ヘクタール当たり最大０．０５（㎥

／秒）以下とし、放流先河川、水路の流下能力を検討し決定すること。 

許容放流量（㎥／秒）≦開発面積（ｈａ）×０．０５（㎥／秒） 

④ 貯留施設から河川、水路への放流断面（オリフィス）は、次の式によ

り算定すること。 

 

Ａ：放流断面積（㎡） 

Ｑ：放流量（㎥／秒） 

Ｃ：流量係数 ０．６ 

ｇ：重力加速度 ９．８ 

Ｈ：水深（計画最高水位からオリフィス中心までの水深） 
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（貯留施設参考図） 

 

備考 

１ 貯留施設の周辺には、高さ１．２メートル以上の転落防護柵を設置する

こと。 

２ オリフィスには、スクリーンを設置すること。 

※なお、開発面積が１ヘクタール以上の場合の貯留施設については、事前に河

川管理者である埼玉県河川砂防課と協議し計画すること。 

 

 


